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山元町建設工事総合評価一般競争入札及び総合評価

指名競争入札試行要綱 

 

目次 

 第１章 総則（第１条－第４条） 

 第２章 総合評価一般競争入札（第５条－第１１条） 

 第３章 総合評価指名競争入札（第１２条・第１３条） 

 第４章 雑則（第１４条） 

附則 

 

   第１章 総則 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、町が発注する建設工事（以下「工事」という。）の請負契約に

おいて、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「令」という。）第 

１６７条の１０の２及び同令第１６７条の１２の規定に基づき、予定価格の制限

の範囲内の価格をもって申込みをした者のうち、価格その他の条件が町にとって

最も有利なものをもって申込みをした者を落札者と決定する一般競争入札（以下

「総合評価一般競争入札」という。）及び指名競争入札（以下「総合評価指名競争

入札」という。）の試行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 （対象工事） 

第２条 総合評価一般競争入札の対象工事は設計金額５，０００万円以上の工事及

び総合評価指名競争入札の対象工事は設計金額１，５００万円以上の工事のうち、

当該工事を所管する課長等が、入札価格及び価格以外の要素を総合的に評価する

ことが妥当と認められる工事とする。 

２ 町長は、前項の規定により対象となる工事を決定しようとするときは、山元町

契約業者指名委員会（以下「委員会」という。）の審査を経るものとする。 

（落札者決定基準の設定） 

第３条 町長は、令第１６７条の１０の２第３項の規定により、総合評価一般競争

入札の落札者を決定するための基準又は令第１６７条の１２第４項の規定により、

総合評価指名競争入札の落札者を決定するための基準（以下「落札者決定基準」

という。）を次に掲げる事項のとおり定めるものとする。 

⑴ 価格以外の要素として技術力等を評価する項目（以下「評価項目」という。）

の内容 

⑵ 評価項目ごとの評価基準及び配点 

⑶ その他総合評価一般競争入札又は総合評価指名競争入札を実施するために必

要と認められる事項 

２ 落札者決定基準は、委員会において定める。 

 （学識経験者の意見の聴取） 
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第４条 町長は、総合評価一般競争入札を実施しようとする場合において、次の各

号のいずれかに該当するときは、令第１６７条の１０の２第４項及び第５項の規

定により、学識経験を有する者（以下「学識経験者」という。）の意見を聴かなけ

ればならない。 

⑴ 落札者決定基準を定めようとするとき。 

⑵ 前号の規定による学識経験者の意見聴取の際に、落札者決定基準に基づいて

落札者を決定しようとするときに、改めて学識経験者の意見を聴く必要がある

との意見が述べられた場合において、当該落札者を決定しようとするとき。 

２ 町長は、前項の規定により学識経験者の意見を聴くときは、地方自治法施行規

則（昭和２２年内務省令第２９号）第１２条の４の規定に基づき、２人以上の学

識経験者の意見を聴かなければならない。 

   第２章 総合評価一般競争入札 

（入札の公示） 

第５条 町長は、総合評価一般競争入札を行おうとするときは、入札参加資格要件

と併せて次の事項について公示するものとする。 

⑴ 総合評価一般競争入札の採用に関すること。 

⑵ 企業の施工能力等を審査するために必要な資料（以下「評価項目算定資料」

という。）の提出に関すること。 

⑶ 落札者決定基準及び落札者の決定方法に関すること。 

⑷ 総合評価一般競争入札に関する評価結果の公表に関すること。 

⑸ 価格以外の評価結果についての疑義照会に関すること。 

⑹ 提出された資料に係る虚偽記載等があった場合の取扱いに関すること。 

⑺ 前各号に掲げるもののほか、総合評価一般競争入札を行う上で必要な事項 

 （入札参加申請） 

第６条 総合評価一般競争入札に参加しようとする者（以下「入札参加者」という。）

は、山元町入札参加に関する申請書（様式第１号。以下「申請書」という。）に次

に掲げる書類を添えて当該総合評価一般競争入札の公告に定められた期日までに

提出しなければならない。 

 ⑴ 建設業又は特定建設業の許可証の写し 

 ⑵ 類似工事の施工実績調書（様式第２号） 

 ⑶ 配置予定の技術者に関する調書（様式第３号） 

 ⑷ 経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書の写し（最新のもの） 

 （入札参加要件の審査及び通知） 

第７条 町長は、前条の規定により提出のあった申請書について、当該入札参加資

格の有無を審査し、入札参加資格を有すると判断した者については、山元町入札

参加資格審査通知書（適格者用）（様式第４号）により、入札参加資格を有しない

と判断した者については、山元町入札参加資格審査通知書（不適格者用）（様式第

５号）により通知するものとする。 
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 （評価項目資料の提出） 

第８条 入札参加者は、評価項目の審査に供する資料（以下「評価項目資料」とい

う。）を当該総合評価一般競争入札の公告に定められた期日までに提出しなければ

ならない。 

２ 町長は、前項に規定する期日までに評価項目資料の提出がない入札参加者を失

格とする。 

３ 入札参加者が評価項目資料の作成に要した一切の費用は、入札参加者の負担と

する。 

 （評価項目資料等の審査） 

第９条 町長は、入札参加者から提出された評価項目資料その他必要と認められる

資料について、落札者決定基準に基づき審査するものとする。 

 （総合評価の方法） 

第１０条 町長は、総合評価一般競争入札としての入札を執行したときは、落札者

の決定を保留とし、次項に規定する評価を実施の上、後日、落札者を決定する旨

を告げて、当該入札を終了するものとする。 

２ 総合評価一般競争入札における価格その他条件の評価は、価格評価点及び価格

以外の評価点を合計し、落札者の決定を行うための基準となる数値（以下「評価

値」という。）を求めることにより行うものとする。 

３ 価格以外の評価点は、前条に規定する審査の結果により各入札参加者に配点さ

れた点数とし、当該点数が０点未満となった入札参加者については、前項に規定

する総合評価を行わないものとする。 

４ 価格評価点の算出方法は、委員会で審議の上、落札者決定基準に定めるものと

する。 

 （落札者の決定） 

第１１条 町長は、評価値の最も高い総合評価一般競争入札者（以下「最高評価値

者」という。）を落札者として決定するものとする。この場合において、最高評価

値者が２者以上いるときは、次により落札者を決定するものとする。 

⑴ 価格以外の評価点で減点のない最高評価値者 

⑵ 前号の規定による価格以外の評価点で減点のない最高評価値者が２者以上い

るとき、又は減点のない最高評価値者がいないときは、入札金額の最も低い最

高評価値者 

⑶ 前号の規定による入札金額の最も低い最高評価値者が２者以上いるときは、

当該最高評価値者にくじを引かせて第１順位となった最高評価値者 

２ 町長は、執行した総合評価一般競争入札が次の各号に掲げる事由のいずれかに

該当するときは、当該各号に定める手続を経た上で、落札者を決定するものとす

る。 

⑴ 第４条第１項第２号の規定により落札者を決定しようとするときに、改めて

学識経験者の意見を聴く必要があるとの意見が述べられているとき当該学識経
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験者からの意見聴取 

⑵ 最高評価値者が山元町低入札価格調査実施要綱（令和６年山元町告示第〇〇

号。以下「低入札調査要綱」という。）第２条第７号に規定する低価格入札者と

なったとき 低入札調査要綱に規定する低入札価格調査の実施 

第３章 総合評価指名競争入札 

（入札者の指名等） 

第１２条 町長は、総合評価指名競争入札を行おうとするときは、山元町建設工事

執行規則（平成１３年山元町規則第１１号）第７条第２項の規定に基づき指名し

た者に対し、次の事項について通知しなければならない。 

⑴ 総合評価指名競争入札の採用に関すること。 

⑵ 企業の施工能力等を審査するために必要な資料の提出に関すること。 

⑶ 落札者決定基準及び落札者の決定方法に関すること。 

⑷ 総合評価指名競争入札に関する評価結果の公表に関すること。 

⑸ 価格以外の評価結果についての疑義照会に関すること。 

⑹ 提出された資料に係る虚偽記載等があった場合の取扱いに関すること。 

⑺ 前各号に掲げるもののほか、総合評価指名競争入札を行う上で必要な事項 

（総合評価一般競争入札に関する規定の準用） 

第１３条 第８条から第１１条までの規定は、総合評価指名競争入札の場合に準用

する。 

第４章 雑則 

（その他） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、総合評価一般競争入札及び総合評価指名

競争入札の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。 

  

附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、令和６年４月１日から施行する。 

 （山元町建設工事総合評価落札方式（市町村向け特別簡易型）実施要領の廃止） 

２ 山元町建設工事総合評価落札方式（市町村向け特別簡易型）実施要領（平成 

２０年山元町告示第７５号）は、廃止する。 
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様式第１号（第６条関係） 

年  月  日 

 

   山元町長 殿 

 

 

 

                住 所 

                商号又は名称 

                代 表 者             

 

 

山元町入札参加に関する申請書 

 

    年  月  日付けで入札公告のありました工事に係る入札に参加する資

格の確認を受けたいので、下記書類を添えて申請します。 

 なお、添付書類の内容について、事実と相違ないことを誓約します。 

 

記 

 

１ 工 事 名 

 ２ 施 工 場 所 

 ３ 添 付 書 類 

  ⑴ 建設業又は特定建設業の許可証の写し 

  ⑵ 類似工事の施工実績調書（様式第２号） 

  ⑶ 配置予定の技術者に関する調書（様式第３号） 

  ⑷ 経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書の写し（最新のもの） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
受付番号 
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様式第２号（第６条関係） 

類似工事の施工実績調書 

工 事 名   

発 注 者   

工事現場 都道府県            市町村  

契約金額 円(共同企業体の場合は、出資比率であん分) 

工 期 年  月  日 ～     年  月  日  

受注形態 □ 単 体      □ 共同企業体 

工事内容   

 

工 事 名   

発 注 者   

工事現場 都道府県            市町村  

契約金額 円(共同企業体の場合は、出資比率であん分) 

工 期 年  月  日 ～     年  月  日  

受注形態 □ 単 体      □ 共同企業体 

工事内容   

 

 注１ 過去５年以内に完成した工事について記載してください。 

 注２ 施工実績は、１件以上あれば可とします。 

 注３ 工事内容の欄には、公告において明示した類似工事の基準について的確に

判断できる必要最小限の具体的項目を記入してください。 

 注４ 共同企業体による実績については、代表者である場合のみ可とします。 

 注５ 契約書の写しを添付してください。 
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様式第３号（第６条関係） 

配置予定の技術者に関する調書 

現 

場 

代 

理 

人 

氏       名  生年月日  

採用年月日 
 

 

監 

理 

（
主 

任
） 

技 

術 

者 

等 

氏       名  生年月日  

採用年月日  

資 格 名 称  

免許又は認定番号  取得年月日  

工
事
経
験
（
同
種
・
類
似
工
事
） 

工 事 名 
 

 

発 注 者  

契約金額  

工    期  

工事内容 

 

 

 

 注１ 現場代理人と監理（主任）技術者が同一の場合は、監理（主任）技術者の欄

にのみ記入してください。 

注２ 工事内容の欄には、公告において明示した同種工事・類似工事の基準につい

て的確に判断できる資料を添付の上、必要最小限の具体的項目を記入してく

ださい。 

注３ 共同企業体による実績については、代表者である場合のみ可とします。 

注４ 上記工事に従事したことを証明できるＣＯＲＩＮＳの工事カルテを添付して

ください。 

注５ 資格免許の写しを貼付してください。 

 

技術者等の雇用証明 

 

上記技術者等について、記載内容に相違ないことを証明する。 

            住   所 

            名   称 

            代表者氏名 
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様式第４号（第７条関係） 

 

山元発第     号 

  年  月  日 

 

 

山元町入札参加資格審査通知書（適格者用） 

 

 

住    所 

 

商号又は名称 

 

代 表 者 

 

 

山元町長 

 

 

先に申請のありました下記工事に係る入札参加資格について審査した結果、資格

を有することを確認したので、山元町建設工事総合評価一般競争入札及び総合評価

指名競争入札試行要綱第７条の規定に基づき通知します。 

 

記 

 

入 札 公 告 日 年  月  日 

工 事 名  

入 札 執 行 日 年  月  日 

入 札 保 証 金 免除する 

 

※入札の参加にあたっては、入札会場にこの通知書を持参し、確認を受けること。 
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様式第５号（第７条関係） 

 

山元発第     号 

  年  月  日 

 

 

山元町入札参加資格審査通知書（不適格者用） 

 

 

住    所 

 

商号又は名称 

 

代 表 者 

 

 

山元町長 

 

 

先に申請のありました下記工事に係る入札参加資格について審査した結果、下記

の理由により資格がないので、山元町建設工事総合評価一般競争入札及び総合評価

指名競争入札試行要綱第７条の規定に基づき通知します。 

 

記 

 

入 札 公 告 日 年  月  日 

工 事 名  

入札参加資格がな 

い と 認 め た 理 由 
 

 

※入札参加資格がないと認めた理由について説明を求める者は、 年 月  日ま

でにその旨を記載した書面を提出してください。 

 

 


